
消費者庁のイラストを加工 

【事例３】 

強引な電話勧誘で高額な健康食品を契約させられた。

（健康食品の電話勧誘） 

高齢者の消費者トラブル
～相談の多い事例を知って、みんなでトラブルを防ぎましょう～
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○連絡はしないで、無視しましょう。 

○必要なければきっぱりと断りましょう。 

○電話勧誘で契約した場合は、８日以内ならクーリング・オフ

（契約解除）できます。 

○勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者名や契約内容を

確認しましょう。 

○契約書面を受け取ってから 8日以内であれば「初期契約解

除制度」が利用できます。 

相談専用電話

023-647-2211

又は 消費者ホットライン 188
い や や

山形市消費生活センター
山形市城南町１－１－１ 霞城セントラル３階 

火～日曜日（月・祝休館）午前 9時～午後 5時

【事例１】 

裁判の通知ハガキが届き、連絡したら弁護士から取り下げ

費用を請求された。（ハガキによる架空請求）

【事例２】 

電話勧誘で契約先の関連会社と思い、別会社と光回線の契約をして

しまった。（光回線サービスのトラブル）


